
様式第３号（第８条関係）

（宛先）府中町教育委員会

【申請にあたって同意していただく事項】

１．決定にあたって必要な範囲内で、申請者の税務情報等の公簿、通園先が有する学齢簿、徴収金台帳等を府中町が閲覧及び調査すること。

２．申請内容や同意して得た情報を補助金受給資格審査、補助金額の算定、その他の附帯業務のために府中町が利用すること。

３．当該補助金の受領に関する権限を私が利用する幼稚園の運営団体（法人等）に委任すること。

４．申請書等に記載した内容や補助決定に関する情報を、給食費の減免を行う際に必要な範囲で幼稚園に提供すること。

５．要綱に規定する内容を遵守すること。

以上のことに同意し、府中町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱第８条第２項の規定により、以下のとおり申請します。

　

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

９月～12月

の場合

申請日と同年の
１月１日現在の住所

※1

□現住所と同じ（記入不要）　□現住所と異なる（下記の通り） □現住所と同じ（記入不要）　□現住所と異なる（下記の通り）

申請日の同年度課税分

※１　現住所と異なる場合には、記入した住所地の市町村で発行される該当年度課税分（※2を確認してください。）の市町村民税所得割額が分かる
       証明書（課税証明書等）を添付してください。

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

同居者を全員記入してください。

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

（
生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い

。

）

フリガナ
申請

子どもとの
続柄

生年月日
就労・通学・通園先
又は単身赴任先氏名

申請日（月）
住所

課税資料の年度　※2
時点 保護者（母） 保護者（父）

１月～８月
の場合

申請日の前年の
１月１日現在の住所

※1

□現住所と同じ（記入不要）　□現住所と異なる（下記の通り） □現住所と同じ（記入不要）　□現住所と異なる（下記の通り） （ア）申請日（月）が１月～３月の場合
      申請日の同年度課税分
（イ）申請日（月）が４月～８月の場合
      申請日の前年度課税分

利用幼稚園名
（予定を含む。）

生年
月日

連絡先（電話番号） 自宅 －　　　　　　　　　－ 携帯 －　　　　　　　　　－

氏名

申請日が１月から８月までの場合と、９月から１２月までの場合で、記入欄が異なります。ただし、申請日（月）の翌年度４月から入園が決まっている場合は、申請日が１月以前でも、「１月
～８月」の欄に記入してください。

〒　　　　　　－

〒　　　　　－　
現住所が町外の場合
町内転入後の住所 府中町

年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　　　　　　　　　 　年　　　　　月　　　　　日　　　

副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書（代理受領用）

申請者

ﾌﾘｶﾞﾅ

申請子ども
との続柄

現住所

申請
子ども

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
幼稚園

現住所
（申請者と異なる場合のみ記載）

〒　　　　　－

※対象となる子どもが複数いる場合は、子どもごとに作成してください。



府中町からのお知らせ 

『副食費の補助について』 

 
令和元年１０月１日から 給食が実施されている私立幼稚園の副食材料費が補助されます。 

対象となる方は、幼稚園に、補助を受けるための申請書を提出してください。 

 

対象者 

府中町に居住し、給食を実施している私立幼稚園を利用する満３歳児から５歳児（小学

校就学前）までの子どものうち、以下のいずれかの要件に該当する人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ★市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除や 
   寄附金税額控除等、適用されない控除があります。 

 

対象経費 

幼稚園で、給食費として実費徴収している費用のうち、副食材料費が対象となります。 

●主食費、人件費、光熱水費等は除きます。 

●主食（お米、麺、パン等）以外のすべてが対象となります。（ミルク、おやつを含む） 

●家から持参するお弁当は対象外となります。 

 

上限額 

月額：４，５００円まで 

●給付は月単位（月額）で算定されます。 

●月額の対象経費が、４，５００円を下回る場合は、月額の対象経費の額を限度額とします。 

 

申請方法 

補助を受けるためには、申請手続きが必要となります。 

申請書「【補足給付申請書様式その２】副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申

請書（代理受領用）」は、幼稚園に提出してください。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 府中町教育委員会事務局 学校教育課 

 電話：０８２－２８６－３２７１ 

①年収３６０万円未満相当世帯※１ 

※１：同じ世帯の方の市町村民税所得割★合算額 

   が 77,100 円以下の世帯 

 

 

 

の子ども 

②所得にかかわらず、 

第３子以降※２の子ども※１ 

※２：この人数の計算に含めることができる 

子どもは、小学３年生までの兄姉となります。 

第 1子 
小３ 

第２子 
５歳 

第３子 
３歳 

対象 

数えない 
小４以上 

【補足給付申請書様式その２】 
副食費の施設による徴収に係る補足
給付費交付申請書（代理受領用） 

幼稚園 

提出 


